
平成１８年度

福祉サービス運営適正化委員会

 業 務 報 告 書

福祉サービス運営適正化委員会
（社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会）



１．運営適正化委員会の組織・委員等

（１）運営適正化委員会組織図

（２）福祉サービス運営適正化委員会委員 （任期：平成１８年４月１日～ 平成２０年３月３１日）

（合議体）

選考分野 氏  名 所属・職名 運営監視

委員会

苦情解決

委員会

法  律 竹下  威 弁護士
○ ○

医  療
委員長

冨永 秀文 精神科医

委員長

○ ○

社会福祉

（公益）

副委員長

久永 繁夫

学校法人 志学館学園

鹿児島女子短期大学教授

副委員長

○

委員長

○

社会福祉

（公益）
米澤小夜子

鹿児島県民生委員児童委員協議会

副会長 ○

副委員長

○

社会福祉

（利用者代表）
野添 敦子

社団法人認知症の人と家族の会鹿児島

県支部副代表 ○

社会福祉

（提供者代表）
水流  洋 鹿児島県知的障害者福祉協会会長

○

【福祉サービス運営適正化委員会】＜社会福祉法第８３条＞

（社会福祉に関する学識経験者、弁護士、医師等６名）

福祉サービス運営適正化委員会組織運営要綱

（目的及び権限）

第２条 福祉サービス利用支援事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービ

スに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、次に掲げる業務を行う。

（１）福祉サービス利用支援事業を行う者に対する必要な助言又は勧告

（２）福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査またはあっせん

（３）福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがある

と認めたときの鹿児島県知事への通知等

（４）その他、委員会の目的を達成するために必要な事項

【事務局】

○委員会事務

○苦情の受付

○広報・啓発活動

○調査研究 等

【福祉サービス利用支援事業運営監視委員会】

＜社会福祉法第８４条＞

（社会福祉に関する学識経験者、弁護士、医師等６名）

【福祉サービスに関する苦情解決委員会】

＜社会福祉法第８５条＞

（社会福祉に関する学識経験者、弁護士、医師等４名）



【参考】運営適正化委員会委員を選考する選考委員会委員名簿

（任期：平成１８年９月７日～ 平成２０年９月６日）

選考分野 氏名 所属・職名 備考

公益代表 佐藤 直明 鹿児島国際大学福祉社会学部教授
委員長

公益代表 大西 早苗 （財）鹿児島県老人クラブ連合会会長
副委員長

利用者代表 戸口田三千尋 （福）鹿児島県身体障害者福祉協会会長

利用者代表 瀬戸口 健 NPO法人鹿児島県精神福祉推進連合会会長

経営者代表 徳永 正弘 鹿児島県老人福祉施設協議会会長

経営者代表 佐多 京子 鹿児島県授産施設協議会会長

２．委員会等の開催

（１）運営適正化委員会

第１回  平成１８年４月１８日（火）  出席：６名 県社会福祉センター

内 容  ①委員長・副委員長の選任について 

         ②福祉サービス運営適正化委員会事務処理等要領の制定について 

       ③合議体（監視委員会及び苦情委員会）委員の指名について 

④平成１７年度業務実施報告について 

      ⑤平成１８年度業務実施計画について 

第２回  平成１９年２月２３日（金）  出席：６名 県社会福祉センター

内 容  ①平成１９年度業務実施計画について 

 

（２）運営監視委員会

  第１回  平成１８年４月１８日（火）  出席：６名 県社会福祉センター 

内 容  ①委員長・副委員長の選任について 

  ②福祉サービス利用支援事業の実施状況について

第２回 平成１８年６月１６日（金）  出席：６名 県社会福祉センター  

内 容 ①福祉サービス利用支援事業の実施状況について 

  ②福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査について

  

第３回 平成１８年８月１６日（水）  出席：６名 県社会福祉センター  

内 容 ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について

       ②福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査結果について



 第４回 平成１８年１０月２０日（金）  出席：６名 県社会福祉センター  

内 容 ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について

  第５回 平成１８年１２月２０日（水）  出席：６名 県社会福祉センター  

内 容 ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について

       ②福祉サービス利用支援事業に関する苦情について

  

第６回 平成１９年２月２３日（金）  出席：６名 県社会福祉センター 

内 容 ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について

       

（３）運営監視委員会による基幹的社協訪問調査の実施

①鹿児島県社会福祉協議会  平成１８年７月 ４日（火）委員１名・事務局１名

②霧島市社会福祉協議会   平成１８年７月１０日（月）委員２名・事務局２名

③鹿児島市社会福祉協議会  平成１８年７月１８日（火）委員２名・事務局２名

④奄美市社会福祉協議会   平成１８年７月１９日（水）委員１名・事務局２名

⑤薩摩川内市社会福祉協議会 平成１８年７月２１日（金）委員１名・事務局２名

⑥鹿屋市社会福祉協議会   平成１８年７月２４日（月）委員１名・事務局２名

⑦南さつま市社会福祉協議会 平成１８年７月２５日（火）委員２名・事務局２名 

⑧阿久根市社会福祉協議会  平成１８年７月２８日（金）委員２名・事務局２名

（４）苦情解決委員会                 

  第１回  平成１８年４月１８日（火）  出席：４名 県社会福祉センター 

  内 容  ①委員長・副委員長の選任について

       ②福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       ③福祉サービスに関する苦情申出案件の検討について 

  

第２回  平成１８年６月１６日（金）  出席：４名 県社会福祉センター 

 内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の検討について

       ③福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会について

       ④福祉サービスに関する苦情解決事業における巡回訪問の実施について

       ⑤運営適正化委員会苦情受付・解決状況（平成１７年度）

第３回  平成１８年８月１６日（水）  出席：４名 県社会福祉センター

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の検討について

  

第４回  平成１８年１０月２０日（金）  出席：４名 県社会福祉センター

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の検討について



第５回  平成１８年１２月２０日（水）  出席：４名 県社会福祉センター 

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の検討について

       ③福祉サービスに関する苦情解決事業における巡回訪問の実施について

       ④福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会の報告について

       ⑤平成１８年度上半期運営適正化委員会苦情受付・解決状況集計結果について

第６回  平成１９年２月２３日（金）  出席：４名 県社会福祉センター 

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の検討について

      ③福祉サービスに関する苦情解決事業における巡回訪問の実施結果について  

【参考】運営適正化委員会委員を選考する選考委員会

  開催日等 平成１８年１１月１７日（金）  出席：５名 県社会福祉センター

  内 容  ①委員長・副委員長の選任について

       ②平成１８年度福祉サービス運営適正化委員会業務実施状況について



３．相談・苦情の受付状況

（平成１８年４月１日～ 平成１９年３月３１日現在）

（１）月別受付件数

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

苦情 5 1 7 2 6 2 3 9 2 4 5 3 49

相談・問合せ 2 5 3 4 1 3 1 6 4 7 1 5 42

合計 7 6 10 6 7 5 4 15 6 11 6 8 91

合計
　

（２）相談受付方法

来所 電話 書面 その他 合計

苦情 4 41 3 1 49

相談・問合せ 3 39 0 0 42

合計 7 80 3 1 91

（３）サービス分野・申出人の属性

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

老人 3 2 15 6 0 0 2 7 4 5 24 20

障害者 12 2 4 1 0 0 1 7 1 3 18 13

児童 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 5 2

その他 0 0 1 0 0 0 0 5 1 2 2 7

合計 16 4 24 9 0 0 3 19 6 10 49 42

その他 合計　　　申出人
　　　　　属性
ｻｰﾋﾞｽ分野

利用者 家族 代理人 職員

（４）苦情内容・解決結果（苦情として受け付けた４９件の内訳）

　　　　　　　　　解決結果
苦情内容

相談
助言

紹介
伝達

あっ
せん

県へ
通知

その他 継続中
意見
要望

合計

Ａ．職員の接遇 7 4 0 0 4 0 0 15

Ｂ．サービスの質や量 6 1 0 0 2 0 0 9

Ｃ．利用料 1 1 0 0 0 0 0 2

Ｄ．説明・情報提供 8 0 0 0 1 0 0 9

Ｅ．被害・損害 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｆ．権利侵害 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｇ．その他 8 4 0 0 2 0 0 14

合　　計 30 10 0 0 9 0 0 49



（５）相談・苦情の概要と運営適正化委員会の対応

番

号

受付

番号

受付

方法

種 別

（申出人）
相談・苦情内容

【（ ）内は P６の苦情内容分類】
運営適正化委員会の対応

１ １

（苦情）

電話 児童

（家族）

保育園への入園決定につい

て（G）

・保育園毎に定員が設けられており、多数の申

込がある保育園については、希望する全ての

受入が不可能な場合もありうる等、当該市役

所が回答されたとおりであることを説明し、

申出人が納得しそれ以上の対応を希望され

ず終了

相談

助言

２ ２

（苦情）

来所 障害者

（本人）

身体障害者居宅介護事業の

サービス提供時間を増やし

て欲しい（D）

・事業所に確認する中で、申出人の希望がヘル

パーの禁止されている行為での時間延長申

出である事がわかり、事業所で対応できる内

容の申出であればいつでも時間延長はでき

ることを申出人へ伝え、申出人が納得しそれ

以上の対応を希望されず終了

相談

助言

３ ３

（苦情）

電話

（匿名）

障害者

（本人）

ヘルパーが個人情報を漏ら

しているので事業所を変更

したい（A）

・事業者段階での苦情解決システムを説明

 し、まずは事業所と話し合いをすること。ま

た、事業所を変更することは可能であること

等助言。併せて事業所の情報提供と指導は当

該市役所が行っていることを伝達し、申出人

が納得しそれ以上の対応を希望されず終了

紹介

伝達

４ ４

（苦情）

電話

（匿名）

障害者

（本人）

身体障害者居宅介護支援事

業の契約解除について（D）

・事業者段階での苦情解決システムを説明

当事者間での話し合いによる解決を推奨す

るとともに、事業所名が明らかになれば本委

員会にて確認可能なことも伝えたが、申出人

が望まれず、家族とも相談のうえ本委員会で

の対応を希望する場合は、再度連絡をすると

のことで終了

相談

助言

５ ６

（苦情）

電話

ﾒｰﾙ

（匿名）

障害者

（本人）

職員の言動に関すること（A） ・申出人へ苦情の詳細について、連絡をもらう

ようお願いしていたが、その後連絡がないた

め終了

その他

６ １３

（苦情）

電話 高齢者

（家族）

入院した事による前納して

いた食事代の返納について

（C）

・事業所に確認をし、事業所が返金の遅滞を認

めたため、速やかに利用者家族への説明と返

金処理を行うよう話すとともに、利用者や家

族からの問い合わせ等については速やかに

誠意を持って対応するよう助言。

・申出人へ事業所に確認した結果を伝え、事業

所からの返金もあり申出人納得のためそれ

以上の対応を希望されず終了

相談

助言



番

号

受付

番号

受付

方法

種 別

（申出人）

相談・苦情内容

【（ ）内は P6の苦情内容分類】
運営適正化委員会の対応

７ １４

（苦情）

来所 児童

（本人）

職員の言動について（Ａ） ・申出人の要望により話しを傾聴するととも

に、必要な事項を助言し、申出人納得のため

終了

相談

助言

８ １６

（苦情）

電話 障害者

（家族）

食事の内容等について（Ｂ） ・本委員会の役割と事業者段階での苦情解決シ

ステムを説明し、当事者同士の話し合いによ

る解決を推奨し、話し合いの結果、申出人納

得のため終了

相談

助言

９ １７

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

職員の対応・雰囲気が気にな

る（Ａ）

・申出人の要望により事業所に苦情内容を伝

え、内部で事実を調べて適切に対応するよう

助言し、事業所より対応結果の報告があり終

了

相談

助言

10 １８

（苦情）

電話 高齢者

（家族）

デイサービス利用の日数に

ついて事業所間で言うこと

が異なる（Ｄ）

・事業者段階での苦情解決システムを説明

 事業者間での話し合いが持たれているとの

ことであったので、まずはその結果を各事業

所に確認し、それでも納得できない場合は再

度連絡するよう助言し、申出人納得のため終

了

相談

助言

11 １９

（苦情）

電話 高齢者

（本人）

ヘルパーの作業手順が異な

り困る（Ｂ）

・本委員会の役割と事業者段階での苦情解決シ

ステムを説明し、まずは当事者同士の話し合

いによる解決を推奨し、解決できない場合に

は再度連絡をもらうよう助言し、申出人納得

のため終了

相談

助言

12 ２１

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

事業所からの頻繁な電話連

絡について（Ａ）

・現在弁護士に相談し、裁判での紛争手続きを

進めているとのことであったので、話しを傾

聴するのみで終了

相談

助言

13 ２３

（苦情）

電話

（匿名）

障害者

（本人）

ヘルパーの対応に関するこ

と（Ｂ）

・必要事項を助言するとともに申出人の要望に

より、苦情内容を事業所と当該行政に伝え終

了

相談

助言

14 ２４

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（その他）

入院による事業所の退所に

ついて（Ｄ）

・まずは契約書や重要事項説明書等を確認のう

え事業所と話し合いをし、解決できない場合

には再度連絡をもらうよう助言するととも

に、国保連も紹介し、申出人納得のため終了

相談

助言

15 ２７

（苦情）

電話 高齢者

（本人）

職員の対応と事業所内の環

境について（B）

・本委員会の役割と事業者段階での苦情解決シ

ステムを説明し、まずは当事者同士の話し合

いによる解決を推奨し、解決できない場合に

は再度連絡をもらうよう助言し、申出人納得

のため終了

相談

助言



番

号

受付

番号

受付

方法

種 別

（申出人）

相談・苦情内容

【（ ）内は P６の苦情内容分類】
運営適正化委員会の対応

16 ３１

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（その他）

一部職員による利用者への

暴言について（A）

・申出人の要望により苦情内容を事業所に伝え

るとともに、苦情解決体制（第三者委員の設

置）を整えるよう助言し終了

相談

助言

17 ３２

（苦情）

ＦＡＸ

（匿名）

高齢者

（その他）

職員の接遇等について（A） ・行政機関へ伝達するとともに、事業所へ事実

確認をし報告をもらったが、匿名申出のため

これ以上の対応は困難なため終了

紹介

伝達

18 ３３

（苦情）

電話 障害者

（家族）

利用者への食べ物の差し入

れについて（D）

・事業所によって取扱いが異なるので、まずは

事業所に確認をすること等助言し、申出人納

得のため終了

相談

助言

19 ３４

（苦情）

来所 障害者

（本人）

職員の対応、利用者への接し

方（Ａ）

・申出人の要望により、苦情内容を事業所に伝

えることで申出人が納得し、それ以上の対応

を希望されず終了

相談

助言

20 ３５

（苦情）

書面

（匿名）

障害者

（その他）

職員の復職による苦情（Ｇ） ・本委員会で取り扱う内容でないため行政機関

へ伝達し終了

紹介

伝達

21 ３６

（苦情）

電話 高齢者

（家族）

ケアの内容に関すること

（Ｂ）

・事業者段階の苦情解決システムを説明し、申

出人が事業所と直接話しすることを希望さ

れ終了。併せて専門機関の紹介

相談

助言

22 ３７

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

ケアの内容に関すること

（Ｂ）

・行政によって調査が進められている事業所で

あったため、行政機関を紹介し終了

紹介

伝達

23 ４０

（苦情）

書面

（匿名）

高齢者

（家族）

事業所の相談体制等につい

ての苦情（Ｂ）

・事業所に申出内容を伝えるとともに、事業所

における苦情解決結果の公表等について助

言し終了。

相談

助言

24 ４２

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（職員）

特定職員による利用者への

接し方（Ａ）

・申出人の要望により事業所に苦情内容を伝

え、今後事業所での取り組み等があれば報告

をもらうよう助言し終了

相談

助言

25 ４４

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

利用料の明細について（C） ・事業者段階での苦情解決システムを説明

・本委員会の役割と介護保険法に基づく相談窓

口を説明し、申出人が専門機関への相談を選

択されたため紹介し終了

紹介

伝達

26 ４５

（苦情）

電話

（匿名）

その他

（その他）

福祉サービス利用支援事業

について（D）

・申出人の要望により話しを傾聴し終了 その他

27 ４６

（苦情）

電話

（匿名）

障害者

（本人）

施設の管理・運営について

（B）

・申出人の要望により話しを傾聴し終了 その他

28 ４７

（苦情）

電話 その他

（家族）

職員の心ない言葉について

（A）

・申出人へ利用者へ確認のうえ、連絡をもらう

ようお願いしていたが、その後連絡がないた

め終了

その他



番

号

受付

番号

受付

方法

種 別

（申出人）

相談・苦情内容

【（ ）内は P６の苦情内容分類】
運営適正化委員会の対応

29 ４８

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

職員の言動について（A） ・本委員会の役割を説明したが、申出人が委員

会で取扱える以外のことを要望されたため、

関係機関を紹介し終了

紹介

伝達

30 ５１

（苦情）

電話 障害者

（本人）

ゴミ出しのサービスが受け

られなくなり困っている

（Ｇ）

・居住地の行政から情報収集を行ったところ、

申出人が自立支援法の利用（認定調査の拒

否）を望まないことから、サービスが受けら

れなくなっていることがわかり、申出人へ行

政から情報収集したことを伝えるとともに、

支援法以外での対応ができそうな事業所を

紹介し、申出人が納得しそれ以上の対応を希

望されず終了

相談

助言

31 ５４

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（本人）

利用している事業所の苦情

（Ｇ）

・申出人が具体的な内容を話されないため、苦

情解決システムと本委員会の役割を説明し

ている途中、突然、声を荒げるとともに一方

的に電話を切られ終了

その他

32 ５５

（苦情）

電話

（匿名）

障害者

（本人）

障害者が困っていることを

行政に伝えてほしい（G）

・申出人の要望により、苦情内容を当該行政に

伝え終了

紹介

伝達

33 ５６

（苦情）

電話

（匿名）

障害者

（家族）

施設の状況を見て指導して

欲しい（G）

・事業所名が明らかにならないと対応困難であ

ることを伝え、申出人がそれ以上の対応を希

望されず終了。

相談

助言

34 ５９

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

ケアマネはどのようなこと

をするのか（G）

・ケアマネの業務等について説明し、変更する

ことは可能なので、契約書や重要事項説明書

に記載されている契約解除について確認す

ること等助言し終了。

相談

助言

35 ６０

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

入所しているグループホー

ムが狭い（G）

・現在利用しているところに広い部屋があるの

であれば、そちらへの変更は出来ないか事業

所に確認してみること等助言するとともに

国保連を紹介し終了。

紹介

伝達

36 ６２

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（その他）

食事等に関すること（B） ・申出内容の詳細を尋ねる前に、申出人が一方

的に電話を切られたため終了。

その他

37 ６３

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

福祉サービス利用支援事業

に関すること（D）

・支援事業の必要事項と本委員会の役割を説明

し、事業所名等が明らかになれば本委員会で

調査することも可能である等伝えたが、申出

人が希望されず終了。

相談

助言



番

号

受付

番号

受付
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種 別

（申出人）

相談・苦情内容

【（ ）内は P６の苦情内容分類】
運営適正化委員会の対応

38 ６８

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

利用者の急激な体型変化に

ついて（Ｇ）

・利用者の体型変化の詳細について、事業所や

協力医に再度尋ねてみるよう助言するとと

もに、事業所段階の苦情システム及び本委員

会の役割を説明し、事業所名が明らかになら

ないと対応が困難であることを伝えたとこ

ろ、もう一度家族と話しをしてから必要があ

れば改めて連絡するとのことで終了。

相談

助言

39 ６９

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（職員）

経営者（常務）がワンマン経

営で運営がひどすぎる（Ｇ）

・事業所段階の苦情システム及び本委員会の役

割を説明し、事業所名が明らかにならないと

対応が困難であることを伝えたところ、再度

他の職員と話し合いをし、改めて連絡すると

のことで終了。併せて関係行政機関の伝達。

相談

助言

40 ７３

（苦情）

ﾒｰﾙ

（匿名）

障害者

（本人）

職員の態度について（Ａ） ・申出人へ詳細な情報提供をお願いするが、連

絡がないため、対応ができず終了

その他

41 ７７

（苦情）

電話 児童

（家族）

個別支援計画及び利用料に

ついて（Ｄ）

・行政及び事業所に確認したことを伝え、再度

当事者同士の話し合いをしたところ、申出人

が納得しそれ以上の対応を希望されず終了

相談

助言

42 ７９

（苦情）

電話 高齢者

（家族）

利用者の個人情報に関する

こと（G）

・事業所段階の苦情システムを説明し、まずは

事業所に直接確認をし、それでも納得できな

い場合は再度連絡もらうよう助言し終了

相談

助言

43 ８０

（苦情）

電話 障害者

（家族）

利用者の死亡について（G） ・必要があれば再度連絡をするとのことであっ

たが、その後連絡がなく終了

その他

44 ８１

（苦情）

電話 障害者

（本人）

職員の対応の仕方について

（Ｇ）

・事業所に申出内容を伝えるとともに、関係行

政に伝達し終了

紹介

伝達

45 ８２

（苦情）

電話

（匿名）

高齢者

（家族）

職員の対応・雰囲気が気にな

る（Ａ）

・話しを傾聴する途中で電話が切れ、その後連

絡がないため終了

その他

46 ８３

（苦情）

電話

（匿名）

児童

（家族）

サービス内容が異なってい

た（D）

・事業所段階の苦情システム及び本委員会の役

割を説明し、申出人が直接事業所と話しをす

ることを希望され終了

相談

助言

47 ８４

（苦情）

電話

（匿名）

障害者

（職員）

利用者の声を聞かない（Ａ） ・事業所名が明らかにならないと対応が困難で

あることを伝えるとともに関係行政機関を

伝達し終了。

紹介

伝達

48 ８５

（苦情）

来所 障害者

（本人）

理事長の対応について（Ａ） ・当該事業所の利用を終了してから１年以上経

過しているため、本委員会での対応は困難で

あることを伝え終了

相談

助言

49 ８６

（苦情）

電話

（匿名）

児童

（家族）

保育園の入園決定について

（Ｇ）

・当該行政からの聞き取り内容を伝達し、申出

人がそれ以上の対応を希望されず終了

相談

助言



４．広報・啓発活動の実施

  （１）県社協広報紙「ふくしのひろば」への掲載【第１４９号：平成１９年３月１日発行】 

  （２）ポスター・リーフレットの作成・配布  

  （３）ホームページによる広報・啓発

５．研修会の実施

  （１）平成１８年度福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会  

     開催日：①平成１８年１０月１７日（火）

②平成１８年１０月１８日（水）

③平成１８年１０月１９日（木） 

     会 場：県社会福祉センター７階 大会議室

参加者：第三者委員・苦情受付担当者・苦情解決責任者  １６２人

内 容：【事業実施説明】「運営適正化委員会の取組状況について」

                 福祉サービス運営適正化委員会 事務局長 本村 道雄

         【講義・グループワーク】「福祉サービス・クレーム対応の基本」

         【グループワーク】「クレーム対応ケースから学ぶ」

                 講師：（株）ヒューマンパワー 代表取締役社長 森山 重康 氏

６．巡回訪問（指導）の実施

  社会福祉事業の事業者段階における自主的な苦情解決が適切に行われるよう、県内の各事業所を訪

問して苦情解決体制の整備状況を把握するとともに、体制整備に関する相談・助言に応じ、福祉サー

ビスの質の向上につなぐことのできる苦情解決体制の構築に向けて、県内１６ヶ所の事業所に巡回訪

問を実施した。   

７．調査研究活動の実施

 （１）各社会福祉施設等における福祉サービスに関する苦情解決体制の整備状況調査

    社会福祉法第８２条に基づく苦情解決体制整備状況について、県内事業者の現状を把握し、

福祉サービス利用者が安心してサービスの利用ができる環境整備に資するための調査を実

施した。 

   

（２）研修会参加者へのアンケート

    苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員等を対象とした研修会の参加者にアンケー

トを実施し、苦情解決事業の充実に役立てた。 

８．全国会議等への参加

（１）運営適正化委員会委員長・事務局長会議

    開催日：平成１８年７月１２日（水） 

    会 場：全国社会福祉協議会会議室 

   内 容：講義「利用者の権利擁護の視点から見た運営適正化委員会の役割と課題」

          明治大学法科大学院教授・弁護士 平田  厚氏



       行政説明  厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 課長補佐 上沼 義尚氏

報告「運営適正化委員会の現状と課題」   全国社会福祉協議会 企画部

       実践報告「各県の運営適正化委員会の取り組み」 

           ①岩手県福祉サービス運営適正化委員会の取り組み

           ②滋賀県運営適正化委員会の取り組み

（２）運営適正化委員会相談員研修会 

    開催日：平成１８年１２月４日（月）～ １２月５日（火） 

    会 場：全国社会福祉協議会会議室 

    内 容：報告「平成１８年度上半期苦情受付・解決状況報告」 全国社会福祉協議会企画部

        講義「相談員に求められる知識と心構え」

            明治大学法科大学院教授・弁護士 平田 厚氏

        講義・演習「相談におけるコミュニケーションスキルと苦情への対応」

            ＮＰＯ法人日本メディエーションセンター 代表理事 田中 圭子氏

                                事務局長 安藤 信明氏 

        講義・演習「困難事例の検討」 愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会

 苦情解決合議体副委員長 見平 隆 氏

        グループディスカッション

         ①第三者委員の活性化について

         ②ケース記録の管理、整理方法について

         ③その他（事前アンケートによる）

        全体会（グループディスカッションの概要報告、まとめ）

 （３）第２回虐待防止実践研究セミナー

    開催日：平成１９年３月６日（火）

    会 場：全国社会福祉協議会 灘尾ホール

    内 容：＜第一部：行政説明＞

        「児童虐待防止対策の現状と課題」

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 虐待防止対策室長 伊原和人氏

        「地域包括支援センターにおける権利擁護事業の現状と課題」

厚生労働省老健局振興課 課長補佐兼介護支援専門官 遠藤征也氏

        「地域福祉権利擁護事業における日常生活自立支援」

         厚生労働省社会・援護局地域福祉課 地域福祉専門官 中村美安子氏

        ＜第二部：活動・調査等報告＞

        「杉並区成年後見センターの取り組み」

         有限責任中間法人杉並区成年後見センター 係長・相談員 鈴木美佳子氏

        「高齢者と障害のある人の消費者被害と権利擁護」

         独立行政法人国民生活センター 相談調査部調査室長 木間昭子氏

        ＜第三部：虐待防止の取り組みの報告（連続レポート）＞

         コーディネーター 大阪府社協大阪後見支援センター所長 大國美智子氏



         コメンテーター  明治大学法科大学院教授／弁護士   平田 厚 氏

         【児 童】    児童養護施設光の園 副園長（大分県）

子ども家庭支援センター長 松永 忠氏

         【障 害】    中核地域生活支援センター（千葉県）

                  がじゅまるセンター長 朝比奈ミカ氏    

         【高 齢】    府中市地域包括支援センター（東京都）

包括マネジメント担当主査 横道淳子氏

         

         


